
令和　５年　１２月　２５日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

弘南バス株式会社 （１）七和線
【前回の評価結果】
R5開始事業のため前回評価なし

A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

C

【目標値】4,600人
【実績値】2,610人
【達成率】56.7％
目標値として設定した令和3
年度実績に対して達成率が
80％以下となった要因とし
ては、運行便数が往復６便
から往復４便に減少した事
により、市中心部での利用
が減少したためと考えられ
る。

　主な利用者である学生の通
学及び高齢者の通院･買物需
要の把握に努め、効率的で持
続可能な運行の実現に向け、
運行時刻･便数の見直しを検討
する。
　また、市広報誌での折込チラ
シの配布や主要バス停でのチ
ラシ設置等の周知活動を継続
して実施する。

五所川原交通株式会社
（４）梅沢地区･七和地区
（６）三好地区

A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

A

株式会社尾崎タクシー （２）飯詰地区･金山地区 A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

A

（３）長橋地区 A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

A

（5）中川地区 A

事業が計画に位置
付けられたとおり、
適切に実施され
た。

C

計画運行回数37回に対し、
実績値１０回であり、30％に
満たないため国庫補助対
象外。

　中川地区住民より寄せられた
運行時刻に対する要望を受け
て、利便性の高い運行時刻の
再設定を実施し、運行回数の
向上を図る。
　また、市広報誌での折込チラ
シ配布等の周知活動を継続し
て実施する。

※枠の大きさの変更は可能です。  

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

五所川原市地域公共交通活性化協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

【前回の評価結果】
R5開始事業のため前回評価なし

【目標値】222人
【実績値】452人
【達成率】203.6％
実績値が目標値を大幅に
上回った要因としては、市
広報誌やホームページ等に
よる定期的な情報発信の効
果や、実証運行開始から2
年以上経過し地域住民に
浸透してきているためであ
ると考えられる。

　主な利用者である高齢者の
通院･買物需要の把握に努め、
利用者ニーズを考慮した運行
曜日･運行回数･乗降場所など
の見直しを検討する。
　また、市広報誌での折込チラ
シ配布等の周知活動を継続し
て実施する。

株式会社木村タクシー



別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和　５年　１２月　２５日

協議会名： 五所川原市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　五所川原市の公共交通機関は、鉄道においては、五所川原市と中泊町中里地区をつなぐ民間鉄道「津軽鉄道線」、
弘前方面と青森方面に運行する「ＪＲ五能線」がある。
　バス路線は、五所川原市地域公共交通網形成計画を策定した平成29年3月時点では、市内のみ運行している11路
線と、市域外をつなぐ15路線であったが、利用者の減少等に伴い補助額が増加傾向となるほか、運行事業者の運転
手不足や車両不足といった様々な要因から、現在まで持続可能な公共交通網の構築を目的として公共交通再編事業
を実施した。
現状、バス路線においては、市内のみを運行している路線は7路線、市域外を走る路線は東西南北をつなぐ9路線と
なっているが、市内路線の再編により発生した交通空白エリアにおいては、予約型乗合タクシーを運行するなど交通結
節点までの足の確保を行っている。
　また、令和5年4月1日より更なる交通空白エリアの解消と利便性向上を目的として、中川地区（大字川山・種井）の運
行区域を中川地区全域に拡大し、三好地区へ予約型乗合タクシーを新規導入することとしている。
バス路線の需要が高い梅沢･七和地区においては、利用の少ない水野尾線と統合を図り七和線を運行する事で地域
住民の生活交通の確保を図ることとしている。
　このため、地域公共交通確保維持事業により、七和線及び予約型乗合タクシー運行事業の確保・維持することで、住
民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。






